
○�

家
電
４
品
目
は
正
し
く
処
分
を

　
不
要
に
な
っ
た
エ
ア
コ
ン
、
テ
レ

ビ
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯
機
・

衣
類
乾
燥
機
は
、
購
入
し
た
販
売
店

築
指
導
課
（
〒
051

－

８
５
５
８
・

室
蘭
市
海
岸
町
１
丁
目
４

－

１
・

㉓
８
０
５
０
）
ま
た
は
建
築
住

宅
Ｇ
（
〒
059

－

８
７
０
１
・
中
央

町
６
丁
目
11
・

�
８
２
８
６
）

　
誰
も
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
の
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た

め
、
一
人
一
人
が
で
き
る
範
囲
で
地

域
安
全
活
動
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

運
動
期
間　
10
月
11
日
㈮
～
20
日
㈰

問　
同
警
察
署
（
☎
㊻
０
１
１
０
）

　
道
は
、
不
正
軽
油
を『
作
ら
な
い
』・

『
売
ら
な
い
』
・
『
買
わ
な
い
』
・

『
使
わ
な
い
』
を
合
言
葉
に
、
関
係

対�

象　
申
込
者
が
所
有
ま
た
は
居
住

す
る
２
階
建
て
以
下
で
延
べ
床
面

積
500
平
方
㍍
以
下
の
戸
建
て
木
造

住
宅
（
建
築
年
次
は
不
問
）

診�

断
方
法　
図
面
に
よ
る
診
断

申�

込
方
法　
同
局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に

掲
載
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
郵
送
か
フ
ァ
ク
ス
で
同
局
建

団
体
と
共
に
不
正
軽
油
撲
滅
に
向
け

た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

○�

不
正
軽
油
110
番　

　
０
８
０
０

－
８
０
０
２

－

１
１
０

問　
同
局
課
税
課
（
☎
㉔
９
５
８
２
）

ク
リ
ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

室
蘭
警
察
署
の
お
知
ら
せ

～
10
月
11
日
は
安
全
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
の
日
～

10
月
は
不
正
軽
油
防
止
強
化
月
間

～
北
海
道
胆
振
総
合
振
興
局
～

戸
建
て
木
造
住
宅
を
無
料
で

耐
震
診
断
し
ま
す

～
北
海
道
胆
振
総
合
振
興
局
～

10月15日～31日
秋の全道火災予防運動

令和５年度情報公開条例による公文書
の公開状況と個人情報の保護に関する
法律施行条例の運用状況のお知らせ　

・・請求に対する決定などの内訳別件数

開示 一部に
応じない

全部に
応じない 不存在等

開示請求 ３件 ０件 ０件 ０件

　期間中、消防署では消防車による広報活動を実施
します。火災予防にご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ　消防署警備グループ（☎�２５５１）

・・公文書の公開請求・申し出など

実施機関 公開の請求
・申し出

請求・申し出の内訳
公開請求 公開申し出

市長 16件 16件 ０件
教育委員会 １件 １件 ０件

選挙管理委員会 １件 １件 ０件
合計 18件 18件 ０件

※�消防長、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産
評価審査委員会、水道事業管理者、議会には、公開請求
などはありませんでした。
・・請求・申し出に対する決定などの内容別件数

公開 一部公開 非公開 取り下げ 不存在等
請求 ５件 12件 ０件 ０件 ２件
※�一つの請求に対し、公開と一部公開の決定があったもの
が１件あるため、公開の請求件数と決定などの内容別件
数の合計がずれています。

・・個人情報の開示請求など

実施機関 請求数 請求の内訳
開示 訂正 利用停止

市長 ３件 ３件 ０件 ０件
合計 ３件 ３件 ０件 ０件

※�教育委員会、消防長、選挙管理委員会、公平委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事
業管理者には、開示請求などはありませんでした。

�
（
☎
�
４
３
９
９
）

場�

所　
同
セ
ン
タ
ー

対�

象　
60
歳
以
上
の
方

ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
人
事
Ｇ
（
☎
�
１
１
３
２
）

○�

狩
猟
動
物
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て

　
受
け
入
れ
で
き
る
量
に
限
り
が
あ

り
ま
す
の
で
、
持
ち
込
み
を
お
断
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
受
け
入
れ

状
況
を
確
認
し
た
い
場
合
は
、
持
ち

込
み
日
当
日
（
土
曜
日
や
祝
日
の
場

合
は
直
前
の
開
庁
日
）
の
９
時
か
ら

16
時
ま
で
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�
い
合
わ
せ　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
☎
�
２
９
５
８
）

で
の
引
き
取
り
や
指
定
引
取
場
所
に

自
ら
運
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
無
許

可
の
違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
は

決
し
て
引
き
渡
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問�　
同
局
建
築
指
導
課

（
☎
㉔
９
５
９
４
）

建
築
住
宅
Ｇ

※�

詳
し
い
排
出
方
法
は
、

市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問い合わせ　総務グループ（☎�１１３０）

情報公開条例
○運用状況

個人情報の保護に関する法律施行条例
○運用状況

16 ２０２4．1０月号 � くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ
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『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
』

https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/ksd/taisinsindan.html
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